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大阪府賃貸住宅供給促進計画について 

 

大阪府では、平成 28年 12月に策定した「住まうビジョン・大阪」（大阪府住生活基本計画）（以

下「住まうビジョン・大阪」という。）において、「安心してくらすことができる住まいと都市の実現」を

掲げ、誰もが住み慣れた地域で、ともに安心・快適にくらすことができる住まいと都市を実現し、

全ての人々の人権が尊重される豊かな社会の実現をめざすこととしています。 

 

大阪府の高齢者人口は、平成 27年度に約 233万人であったものが平成 37年度には 10万人

増え約 243万人になると推計され、障がい者人口は、手帳の所持者数が平成 28年度末時点で

約 55万人となっています。こうした高齢者や障がい者の中には、新たに民間賃貸住宅への入居

を希望しても、病気や事故などへの不安から入居を断られるなどの現状がある。こうした状況は、

高齢者、障がい者のみならず、外国人や子育て世帯などにおいても同様で、住宅確保に配慮が

必要な方々は多くいる状況にあります。 

 

一方、府内には空家が約 68 万戸あり、こうした空家を住まい探しに苦労する高齢者や障がい

者等の受け皿として、有効に活用することが求められております。 

 

このため、府においては、高齢者や障がい者等の入居を拒まない賃貸住宅を登録する制度を、

平成 19年に「大阪あんしん賃貸住宅支援事業」として立ち上げ、平成 29年 3月には登録する住

宅の質を強化した「大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度」を創設し、高齢者や障がい者等

の住まいの確保に対する取り組みを行ってきました。 

 

このような状況のなか、国では、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律」（以下「法」という。）を、高齢者や障がい者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃

貸住宅の登録制度の創設を柱とした改正が行われ、平成 29年 10月 25日に施行されたところで

す。 

  

こうした背景から、大阪府域における高齢者や障がい者等の住宅確保要配慮者の入居を拒

まない賃貸住宅の供給をさらに促進するため、平成28年12月に策定した「住まうビジョン・大阪」

に基づき、大阪府域における高齢者や障がい者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸

住宅の供給をさらに促進するための個別計画として、平成 29年 3月に策定した「大阪府高齢者・

障がい者住宅計画（大阪府高齢者居住安定確保計画）」（以下「大阪府高齢者・障がい者住宅計

画」という。）との整合を図りつつ、 「大阪府賃貸住宅供給促進計画」（以下「本計画」という。）を

策定します。  
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１． 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標 

 

（１）基本的な考え方 

・ 住宅は、市場において府民が自分の力で確保することが基本ですが、高齢者や障がい

者等の住宅確保要配慮者の中には、希望する広さや構造・設備など一定の性能を持った

住宅を市場で確保できない方も存在しています。 

・ 大阪府では、府民の居住の安定確保にあたっては、公営住宅をはじめとした公的賃貸住

宅のみではなく、空家を含む民間賃貸住宅も合わせた住宅ストック全体を活用し、府民の

安全・安心な居住と活力を創造する政策をより一層推進することとしています。 

・ この方針のもと、民間賃貸住宅については、入居差別・入居拒否の解消に向けた取組み

を進めるとともに、平成 19年に「大阪あんしん賃貸支援制度」、平成 29年 3月には「大阪

あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度」を創設し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない

一定の質を備えた住宅の登録促進に努めてきたところです。改正法の施行を受けて法に

基づく登録制度への移行により登録促進を図り、民間賃貸住宅における府民の居住の安

定確保を強化します。 

・ 公的賃貸住宅については、民間賃貸住宅市場を補完する役割を果たしていくとともに、公

的賃貸住宅ストックを活用し、入居者だけでなく、周辺地域に居住する府民の暮らしを支

える生活支援機能や福祉機能の導入を図ります。 

・ 以上により、誰もが住み慣れた地域で、ともに安心・快適にくらすことができる住まいと都

市を実現し、全ての人々の人権が尊重される豊かな社会を実現します。 

 

（２）賃貸住宅の供給の目標 

     法五条第２項第一号に規定する住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給目標 

  平成 37年度末までに府域全体で 20,000戸の住宅登録を目指します。 

 

（３）登録の基準等 

１）登録住宅（共同居住型住宅※以外）の規模に関する基準 

登録住宅の床面積の規模「25㎡以上」を「18㎡以上」とします。 

      ※共同居住型住宅とは、賃借人を二人以上（ 賃貸人が当該住宅に居住する場合にあっては、一人以上） とする住

宅であって、これらの者（ 賃貸人が当該住宅に居住する場合にあっては、賃貸人を含む。） が共同して利用する

居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有するものをいう。 

 

 （理由） 

・府域の耐震性のある民間賃貸住宅ストックの面積別の分布をみると 18㎡～24㎡が

最も多く、全体の 17.5％となっています。これは、家賃の相場が相対的に高くなる大

都市の賃貸市場の影響などによるものと考えられます。 

・なお、「大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度」に登録されている住宅のうち、

建築基準法の新耐震基準である昭和 56年 6月 1日以降に建設又は建築基準法の

旧耐震基準である昭和 56年 5月 31日以前に建設さているが耐震性が確認された
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住宅を含めて、面積が 18㎡以上 25㎡未満のものは総登録戸数の 39.3％を占めて

います。 

・これらの大阪府の住宅事情と、平成8年～17年の最低居住水準（当時）が浴室確保

可能な「18㎡以上」とされていたことも考慮し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律施行規則（以下「法施行規則」という。）第 11条において

「25㎡以上」とされている登録住宅の床面積の規模を「18㎡以上」に緩和します。 

 

○昭和 56年以降建設の大阪府民間賃貸住宅の状況 

                        

・昭和 56年以降建設の民間賃貸住宅（専用住宅）の総数は、約 82.5万戸 

・面積分布では 18～24㎡が最も多い（約 14.4万戸 全体の 17.5％）  

 

（H25住宅・土地統計調査（不詳除く））       

 

○最低居住面積水準の変遷    

年代 最低居住面積 備  考 

昭和 51年－ 

昭和 60年 

16㎡ 最低居住水準を設定 

昭和 61年－ 

平成 7年 

16㎡ 

（中高齢単身 25㎡） 

中高齢単身区分を追加 

平成 8年－ 

平成 17年 

18㎡ 

（中高齢単身 25㎡） 

中高齢単身世帯以外の単身世

帯について浴室の確保を規定 

平成 18年－ 

平成 32年 

25㎡ 中高齢単身区分を削除 

 

２）その他登録の基準 

住戸面積（㎡） 

住
宅
戸
数
（
戸
） 
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 府域においては、「対象とする住宅確保要配慮者の範囲を限定しない住宅」を登録対

象とします。ただし、法九条第 1 項第七号に規定する住宅確保要配慮者専用住宅とす

る場合は、この限りではありません。 

      （理由） 

・法九条第 1 項第六号の規定により、登録を受けようとする者は、入居を受け入れる

こととする住宅確保要配慮者の範囲を定めることが可能とされています。 

・大阪府では、賃貸住宅における住宅確保要配慮者に対する入居差別の解消に向け

て取り組んでおり、これまで大阪府で取り組んできた「大阪あんぜん・あんしん賃貸

住宅登録制度」においても、住宅確保要配慮者の範囲を限定しないこととしていま

す。 

・そのため、法の登録においても、この考え方を踏襲して、住宅確保要配慮者専用住

宅とする場合を除き、「対象とする住宅確保要配慮者の範囲を限定しない住宅」を登

録の要件とします。 

 

 

２． 目標を達成するために必要な事項 

 

（１） 法における住宅確保要配慮者の範囲 

住宅確保要配慮者は、法第二条第1項第一号から第五号までに定める者、法施行規則第

三条第一号から第十号までに定める者、及び、法第四条第１項に規定する基本方針に示さ

れている、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所

者、LGBT をはじめとする性的マイノリティ、UIJ ターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対

して必要な生活支援等を行う者。 

 

（参考）住宅確保要配慮者の範囲 

① 法で定められた者 

・低額所得者 

・被災者（発災後 3年以内） 

・高齢者 

・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他の障がい者 

・子ども（高校生相当以下）を養育している者（妊婦がいる世帯も含む） 

② 規則で定められた者 

・外国人 

・中国残留邦人 

・児童虐待を受けた者 

・ハンセン病療養所入所者 

・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者 

・北朝鮮拉致被害者等 

・犯罪被害者等 



4 
 
 

・生活困窮者 

・更生保護対象者     

・東日本大震災による被災者 

・供給促進計画で定める者 

 ③基本方針に示されている者 

・海外からの引揚者 

・新婚世帯 

・原子爆弾被爆者 

・戦傷病者 

・児童養護施設退所者 

・LGBTをはじめとする性的マイノリティ 

・UIJ ターンによる転入者 

・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 

 

 

（２） 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進 

 

１）登録住宅・登録事業者に関する事項 

①登録住宅の確保に向けた取組みに関する事項 

・ 大阪府においては、「大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度」において、平成 29年 7

月末時点で、建築基準法の新耐震基準である昭和 56年 6月 1日以降に建設又は建築

基準法の旧耐震基準である昭和 56年 5 月 31 日以前に建設されているが耐震性が確

認された住宅 6,58１戸のうち、床面積が 18㎡以上の住宅が 4,217戸登録されており、こ

れらの住宅を法に基づく登録に移行するよう、宅建事業者である協力店※を通じて賃貸

人等に登録を働きかけます。 

※協力店 大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度において、趣旨に賛同し、あんぜん・あんし

ん賃貸住宅の登録の促進や当該住宅に係る媒介業務等を行う宅地建物取引業者。 

協力店登録数：528件（平成 29年 7月現在） 

・ 国の補助事業である「住宅セーフティネット整備推進事業」や「住宅確保要配慮者あんし

ん居住推進事業」の補助を受けて整備された住宅について、賃貸人等の情報を国から

入手し、法に基づく登録を働きかけます。 

・ 平成 23 年改正前の「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」に規

定されていました高齢者専用賃貸住宅や高齢者向け優良賃貸住宅について、法に規

定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての登録を働きかけます。 

・ 法第51条に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会である「Osakaあんしん住まい

推進協議会」において、不動産関係団体や市町村等と連携して、法に基づく登録制度

の登録メリットが分かるパンフレットを作成するとともに、協力店向けの説明会の開催や、

同協議会の専門員による協力店等への個別訪問等により登録を働きかけます。 

・ 不動産関係団体と連携した宅建事業者等の研修会等において登録を働きかけます。 

 ・ 空き家、空き室を法に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として有効活用して
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いくことを推進します。 

 

②登録住宅の住宅確保要配慮者への情報提供とマッチングの促進 

・ 法に基づく登録住宅は従前どおり名称は「あんぜん・あんしん賃貸住宅」とし、登録住宅

であることを示すマークを当該住宅に取り付け、現地でわかりやすく表示します。 

・ 法に基づく登録制度では、登録先は大阪府、政令市、中核市に分かれることになるため、

府民の利便性の向上の観点から、これまでと同様に「Osakaあんしん住まい推進協議会」

の「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」において、公的賃貸住宅やサービス付き高

齢者向け住宅の情報とともに一元的に情報発信します。また、大阪版空家バンクのシス

テムと連携し、UIJ ターンなど移住・定住希望者の住宅探しを行いやすくします。 

・ 市町村の福祉担当部局や地域包括支援センター、コミュニティソーシャルワーカー

（CSW）等による、高齢者や障がい者等の様々な相談時において「あんぜん・あんしん賃

貸検索システム」が活用されるよう、さらに働きかけます。 

 

③登録事業者の指導監督に関する事項 

・ 登録された住宅に関し、法に基づき適切な運用が行われるよう指導監督を行います。必

要に応じて登録事業者から報告徴収等を行い、悪質と認められる場合には登録を取り

消します。 

 

２）居住支援に関する事項 

①住宅確保要配慮者居住支援協議会への参画や設立に向けた取り組み 

・ 「Osakaあんしん住まい推進協議会」へ未参加の市町村は、平成 29年 10月現在１５市

町です。これらの市町に対して、同協議会への参加を働きかけます。 

・ 市町村は、住宅確保要配慮者にとって身近で、登録住宅を含む住まいの情報提供、相

談と、見守りなどの居住支援を一体的に提供するなど、効率的、効果的な支援ができる

ことから、これらの仕組み構築に向けて、市町村単位での居住支援協議会の設立を働

きかけます。 

 

②具体的な居住支援活動に関する事項 

・ 「Osaka あんしん住まい推進協議会」のホームページ及び「あんぜん・あんしん賃貸検索

システム」において、住宅の情報に加え、居住支援法人や地域包括支援センターの情

報、各市町村が提供する住宅確保要配慮者向けの居住支援情報を提供します。 

・ 協力店の中で、住宅確保要配慮者の地域において住まいの確保や住み替えに関する

相談を積極的に応じる協力店を「相談協力店」として位置づけ、大阪府の住宅相談室と

のネットワーク化を図り、地域における住まい確保の相談機能とマッチング機能の強化

を図ります。 

・ 住宅確保要配慮者が身近な市町村で住まい確保の相談ができるよう、市町村の住宅

部局、福祉部局並びに相談協力店との連携による「住まい探し相談会」を実施し、市町

村における居住支援協議会等の体制づくりを支援します。 



6 
 
 

・ 住宅確保要配慮者が登録住宅などの住まいを確保できるよう、大阪府の住宅相談室を

「Osakaあんしん住まい推進協議会」の相談窓口として位置づけ、住まい探し相談や、必

要に応じて相談協力店等の紹介を行います。 

 

   ③居住支援法人の指定の方針に関する事項 

・ 高齢者や障がい者のみならず、住宅確保要配慮者に対して多様な居住支援を行ってい

る法人を指定します。 

（指定する法人のイメージ）  

・入居相談等に積極的に応じる宅建事業者（相談協力店） 

・相談・見守りサービス等を提供する社会福祉協議会や社会福祉法人 

・子育て・就労支援、外国人などの生活相談や支援を行うなどの NPO 法人   等 

 

・ 居住支援法人は、「Osaka あんしん住まい推進協議会」の構成員とすることとし、不動産

関係団体や市町村と、居住支援法人が緊密に連携して、地域における登録住宅への居

住支援の強化を図ります。 

・ 「大阪あんしん・あんぜん賃貸住宅登録制度」において、住宅確保要配慮者の入居の 

円滑化及び居住の安定確保に資する取組みを行う「居住支援団体」の登録を行ってき

ており、現在登録されている 8団体（平成 29年 10月現在）については、法に基づく居住

支援法人に移行するよう働きかけます。 

 

３）住宅扶助費の代理納付に関する事項 

・ 法改正により、法第二十一条第 1 項及び第 2項に基づき、登録事業者である賃貸人か

ら生活保護の実施機関に情報提供し、実施機関が事実確認を行い代理納付の要否を

判断する手続きが制度化されることになることから、福祉部と連携して各実施機関に対

して、制度の適切かつ円滑な運用が行われるよう周知していきます。 

 

 ４）入居差別・入居拒否の解消に関する事項 

・ 住宅確保要配慮者への入居差別、入居拒否は、居住の安定を阻害する大きな要因とな

っています。そのため、大阪府では不動産関係団体等の協力を得て、研修会や講習会

等の場で入居差別、入居拒否に関する啓発を行います。 

・ 住宅確保要配慮者が入居差別、入居拒否を受けた場合に相談できるよう、大阪府及び

市町村に入居拒否・入居差別の相談窓口を設け、相談に応じます。 

・ 宅建事業者が、高齢者、障がい者、母子（父子）家庭又は外国人であるという理由だけ

で、入居申込みを拒否した場合は、引き続き、宅地建物取引業法に基づく指導監督基

準により、宅地建物取引業の運営に関し適正を欠く行為として、指導等を行います。 

 

（３） 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進 

・ 公的賃貸住宅ストックについては、建替えや改善など適切な手法により、耐震性の確保
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や居住水準の向上、バリアフリー化などを推進するとともに、その土地や建物等の資産

を活用し、入居者だけでなく、周辺地域に居住する府民のくらしを支える生活支援機能

や福祉機能の導入を図ります。 

・ 公営住宅については、高齢者や子育て世帯などの優先入居、高齢者や障がい者が低

層階住戸へ住み替える特定入居などに取り組みます。 

・ 障がい者の入所施設・精神科病院からの地域移行等を進めるため、公的賃貸住宅を活

用したグループホームの供給を促進します。 

・ 新婚世帯や子育て世帯の良質な賃貸住宅への入居を支援するため、特定優良賃貸住

宅を対象とする家賃減額の補助を行います。 

 

（４） 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化 

・ 入居の受入れについて家主側の理解促進のために、「知ってあんしん高齢者等円滑入

居のための 15 のアドバイス」を活用し、「Osaka あんしん住まい推進協議会」を通じて、

家主等への普及啓発の促進を図ります。 

・ 登録住宅のバリアフリー化や省エネルギー化を促進するために、国の改修費補助制度

を活用するとともに、入居者の特性に応じた介護保険制度の活用周知も行います。 

 

 

３． 計画期間 

・ 本計画の計画期間は、「住まうビジョン・大阪」と「大阪府高齢者・障がい者住宅計画」と

の整合を図るため、計画策定日から 2025（平成 37）年度までの 9年間とします。 

・ なお、本計画の達成状況や社会･経済の変化や、「住まうビジョン・大阪」、「大阪府高齢

者・障がい者住宅計画」の見直しなどを踏まえ、必要に応じて本計画の見直しを行いま

す。 
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１．大阪府内における住宅確保要配慮者の世帯と居住の状況について 

 

(１) 高齢者の状況 

１) 高齢者人口・世帯の状況 

・ 今後、年少人口（0歳～14歳）、生産年齢人口（15歳～64歳）の割合が減少する一方で、高齢者人口

（65歳以上）の割合の内、75歳以上の高齢者の人口の割合は増加傾向にあります。平成 47年には、

高齢化率が 32.4%となり、府民の 3人に 1人が高齢者という高齢化の進んだ社会が到来することが見込

まれています。 

・ 世帯数は平成 32年まで増加を続け、その後減少に転じると予測されます。一方で、高齢単身世帯数は

今後も一貫して増加していくと予測され、平成 47年には 65万世帯となると予測されます。 

 

（大阪府の人口構成の将来推計） 

 

 

 

 

 

（大阪府内の人口構成割合の将来推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）大阪府人口ビジョン 

         平成 22年までは総務省「国勢調査」。 

平成 27年以降は、大阪府「大阪府の将来推計人口の点検について」（平成 26年 3月）における 

大阪府の人口推計（ケース 2）を基に、大阪府政策企画部推計。 

（資料）大阪府人口ビジョン 

    平成 22年までは総務省「国勢調査」。 

平成 27年以降は、大阪府「大阪府の将来推計人口の点検につい

て」（平成 26年 3月）における大阪府の人口推計（ケース 2）を基に、

大阪府政策企画部推計。 



11 
 
 

（大阪府内の世帯数と世帯構成の変化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 高齢者のいる世帯の状況 

・ 高齢単身者世帯は、200万円未満の世帯が 64.5%となっており、他の高齢者のいる世帯よりも収入が低

い傾向にあります。 

・ 住宅の所有関係別に見ると、高齢夫婦のみ世帯の持ち家の割合が 76.2％に対して、高齢単身世帯の

持ち家の割合は 48.8%となっています。また、高齢単身世帯は、他の高齢者のいる世帯よりも民営借家

に居住する人が多くなっています。 

・ 65歳以上の世帯の延床面積は、65歳以上の単身世帯の 29㎡以下が 88.5%で、延床面積が大きくなる

に従い、65歳以上の単身世帯の割合が減少しています。 

  

 

（大阪府内の高齢者のいる世帯の所得の状況） 

 

（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）  

 

（資料）大阪府人口ビジョン 

    平成 22年までは総務省「国勢調査」。 

平成 27年以降は、大阪府「大阪府の将来推計人口の点検について」（平成 26年 3月）における 

大阪府の人口推計（ケース 2）を基に、大阪府政策企画部推計。 
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（大阪府内の高齢者のいる世帯の住宅の所有形態） 

 

（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）          

 
（大阪府内の６５歳以上の世帯の延床面積） 

 

 

（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）            

 

 

  ３) 住宅のバリアフリー対応の状況 

・住宅のバリアフリー対応の状況については、高齢者が居住する住宅において、「平成 25年住宅・土

地統計調査」（総務省）では、「手すりがある、段差のない屋内、廊下などが車いすで通行可能な幅、

またぎやすい高さの浴槽、道路から玄関まで車椅子で通行可能」の 5項目のうち、いずれか 1項目が

設けられている住宅の割合は 60.7%、「手すりがある、段差のない屋内、廊下などが車いすで通行可

能な幅」の 3項目を備えている住宅の割合が 8.3%となっています。 

 

延
床
面
積
（㎡
） 
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（大阪府内の高齢者の居住する住宅のバリアフリー化の現状） 

 

 
                                                         （資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）               

 

（２） 障がい者の状況 

・ 身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の所持者数は、平成 29年 3月で約 55

万人となっており、その内訳は、身体障がい者手帳が約 39万人、療育手帳が約 7万 9千人、精神障が

い者保健福祉手帳が約 8万 1千人となっています。 

 

（大阪府内の障がい者手帳所持者数） 

 
 

（身体障がい者手帳所持者数）       （療育手帳所持者数）         （精神障がい者健康福祉手帳所持者数） 

   
資料 大阪府障がい福祉室調べ（平成 29年） 

H23.24の手帳所持者数は翌年度当初の実績値 

 H25.26.27の手帳所持者数は当該年度末の実績値 

高齢者のための設備 

○ 手すりがある 

○ 段差のない屋内 

○ 廊下などが車いすで通行可能な幅 

○ またぎやすい高さの浴槽 

○ 道路から玄関まで車椅子で通行可能 
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(３) 子育て世帯等の状況 

 1）子育て世帯・新婚世帯の状況 

・18歳未満の世帯員のいる親と子の世帯のうち、一人親と子供から成る世帯は、約 10.4万世帯となって

います。 

・ 大阪府内の婚姻数については、昭和 40年の約 9.3万件に対して平成 25年には約 4.6万件になってお

り減少傾向にあります。 

・ 子供を養育している世帯の所得の状況について、100万円未満の一人親と子から成る世帯が 66.7%とな

っており、所得が低いほど一人親と子から成る世帯の割合が高くなります。 

 

（大阪府内の 18歳未満の世帯員のいる親と子の世帯の世帯数） 

 

 
（資料）総務省「国勢調査」（平成 27年）                 

 

（大阪府内の婚姻数の推移） 

 
（資料）厚生労働省「人口動態調査調査」（平成 25年）                 

（世
帯
） 

（件
数
） 
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（大阪府内の子供を養育している世帯の所得の状況） 

 
（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）                    

 

 ２) 子育て世帯・新婚世帯の居住の状況 

・ 一人親と子供から成る世帯において、公営・都市再生機構（UR）・公社の借家が 16.5%、民営借家が

32.5%となっており、夫婦と子供から成る世帯とその他（子供がいる世帯）に比べ高くなっています。 

 

（子供と同居している世帯の住宅の所有形態） 

 

（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）            
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（４） 低額所得者等の状況 

 

 １） 低額所得者等の状況 

・ 世帯の年間収入は、200～300万円が約 69.6万世帯と最多で、次いで 100～200万円が約 63.0万世帯

となっています。 

・ 被保護世帯は、平成 25年度に約 5.9万世帯であったが、平成 27年度には約 5.5万世帯と減少していま

す。 

・ 完全失業者数は、平成 24年度の約 23.0万人から平成 27年度に約 18.5万人となっており、減少傾向に

あり、 ホームレス数についても平成 25年度の約 2千人から毎年減少傾向にあり、平成 29年度には、

約 1.3千人になっています。 

 

（大阪府内の世帯の年間収入の状況） 

       

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）      

 

（大阪府内の被保護世帯数の推移） 

      

            

 

 

 

 

 

 

 

（資料）厚生労働省「被保護調査」       

  

（千
世
帯
） 

（世
帯
） 
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（大阪府内の完全失業者数の推移） 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）総務省「労働力調査」  

 

（大阪府内のホームレス数の推移） 

 

（資料）厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）」              

 

 

 

 

      

２） 低額所得者等の居住の状況 

・ 居住の状況をみると、100万円未満の世帯が民営の借家が 49.7%と高く、所得が高くなるに従い持ち家

の割合が高くなる傾向にあります。 

・ また、最低居住面積水準についても水準未満が 100万円未満の世帯で 17.6%と高く、所得が高くなるに

従い、水準以上の世帯の割合が高くなる傾向にあります。 

・ 被保護世帯の住宅ストックの所有関係は、民間の借家が 61.0%で次いで公営住宅が 21.0%となっていま

す。 

 

千
人 

（人
） 
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（大阪府内の住宅ストックの所有関係） 

 
（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）           

 

（大阪府内の最低居住面積水準の状況） 

 
（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）            

 

       

                                                                               （資料）厚生労働省「被保護調査」           

世
帯
の
年
間
収
入
（万
円
） 

世
帯
の
年
間
収
入
（万
円
） 
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(５) 外国人の状況 

 

・ 外国人の世帯は、外国人のみが約 6.3万件で、外国人と日本人がいる世帯が約3.3万件となっています。

居住の状況について、外国人のみの世帯では、民営借家が約 3.1万世帯と高くなっています。外国人と

日本人がいる世帯では、持ち家が約 1.7万世帯となっており民営借家の約 1万世帯と比べ高くなってい

ます。 

 

（大阪府内の外国人のいる世帯数）            

 

（資料）総務省「国勢調査」（平成 27年）                     

 

 

 

 

  （大阪府内の外国人が主世帯の住宅ストックの所有状況） 

 

 
（資料）総務省「国勢調査」（平成 27年）                 

（世
帯
） 

（世
帯
） 
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２．大阪府内の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給状況について 

 

（１）大阪府内の住宅ストックの状況 

 

 

 

 

 

    （資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）          

 

 
 
 

住宅総数 

     

4,586,000 戸 

 (100.0％) 

一時現在者のみの住宅※2  21,000戸 

二次的住宅※3    13,800 戸 

賃貸用の住宅    418,700 戸 

売却用の住宅    31,900 戸 

その他の住宅    214,400 戸 

居住世帯のあ

る住宅 

     

3,882,400 戸 

 ( 84.6 ％) 
※1

専用住宅  

3,807,000 戸 

 ( 83.0％) 

店舗その他の併用住宅 

 75,400 戸 

 (1.6 ％) 

空き家 

  678,800 戸 

建築中の住宅  3,800 戸 

居住世帯のな

い住宅 

  703,600 戸 

持ち家  

2,104,300 戸 

 ( 45.9％) 

公営の借家 

237,100 戸 

 ( 5.2 ％) 

都市再生機構(UR)・公社の借家 

 123,400 戸 

 ( 2.7 ％) 

民営借家 

1,235,500 戸 

 ( 26.9 ％) 

給与住宅  

58,800 戸 

 ( 1.3 ％) 

※1：（）内の％は「住宅総数」に対する比率 

※2：「一時現在者のみの住宅とは、昼間だけ使用しているとか、何人かの人が交代で寝泊りしているなど、 

そこに普段居住しているものが一人もいない住宅もいない住宅 

※3：「二次的住宅」とは、別荘及び残業で遅くなった時に寝泊りするなど、たまに寝泊りしている人がいる住宅 

持ち家  

2,104,300 戸 

 ( 45.9％) 

公営の借家 

237,100 戸 

 ( 5.2 ％) 
 

都市再生機構(UR)・公社の借家 

 123,400 戸 

 ( 2.7 ％) 

民営借家 

1,235,500 戸 

 ( 26.9 ％) 

給与住宅  

58,800 戸 

 ( 1.3 ％) 
 

不詳 

47,900 戸 

 ( 1.0 ％) 
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（２）大阪府内の公的賃貸住宅の状況 

 

  公営住宅（府営、市町営） ２３８,５３０戸 

都市再生機構の賃貸住宅 １１１,９００戸 

地方住宅供給公社の賃貸住宅 ２０,９３９戸 

地方公共団体が整備する住宅 ７,６９５戸 

特定優良賃貸住宅 ９,４９４戸 

その他公的賃貸住宅 

（市の単独住宅） 
２０７戸 

合計 ３８８,７６５戸 

資料）平成２９年大阪府住宅まちづくり行政概要 

大阪府都市居住課調べ           

（３）大阪府内の民間賃貸住宅の床面積別家賃の状況 

 

 
（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年）     

 

３．「大阪あんしん・あんぜん賃貸住宅登録制度」の状況について 

  

(１) 登録住宅の状況について 

・大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度に登録されている賃貸住宅のうち、建築基準法の新耐震基準

である昭和 56年 6月 1日以降に建設又は建築基準法の旧耐震基準である昭和 56年 5月 31日以前に

建設されているが耐震性が確認された住宅を含めて、6,581戸。 

・さらに、登録住宅の床面積が 18㎡以上のものは 4,217戸あり、総登録戸数 6,581戸の 64％が今計画によ

り法に基づく登録住宅の対象となる。 

 

 18㎡未満 18㎡以上 

20㎡未満 

20以上 

25㎡未満 

25㎡以上 

30㎡以下 

31㎡以上 総登録戸数 

登録件数 2,364戸 1,365戸 1,223戸 383戸 1,246戸 6,581戸 

（平成 29年 7月現在） 

総数
1万円
未満

1～2万円
未満

2～3万円
未満

3～4万円
未満

4～6万円
未満

6～8万円
未満

8万円
以上

462,300 4,900 7,400 27,400 90,900 243,500 76,100 12,100
100.0% 1.1% 1.6% 5.9% 19.7% 52.7% 16.5% 2.6%

345,200 3,900 2,900 8,200 24,300 132,300 129,400 44,200
100.0% 1.1% 0.8% 2.4% 7.0% 38.3% 37.5% 12.8%

253,100 4,200 2,600 3,900 7,100 45,600 99,500 90,200
100.0% 1.7% 1.0% 1.5% 2.8% 18.0% 39.3% 35.6%
88,800 2,800 1,100 1,900 3,600 11,500 21,600 46,300
100.0% 3.2% 1.2% 2.1% 4.1% 13.0% 24.3% 52.1%
33,100 3,800 400 500 3,200 4,500 7,000 13,700
100.0% 11.5% 1.2% 1.5% 9.7% 13.6% 21.1% 41.4%

1,182,505 19,600 14,400 41,900 129,100 437,401 333,601 206,501

100.0% 1.7% 1.2% 3.5% 10.9% 37.0% 28.2% 17.5%

民営借家
（専用住宅）総数

29㎡以下

30～49㎡

50～69㎡

70～99㎡

100㎡以上
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（２） 居住支援団体の状況について 

・ 「大阪あんしん・あんぜん賃貸住宅登録制度」における、住宅確保要配慮者の入居の円滑化及び居住

の安定確保に資する取組みを行う「居住支援団体」の登録数は以下の 8 団体となっています。 

（平成 29年 7月現在） 

 支援区域 高齢 障がい 子育て 外国人 

NPO法人ワンネス 豊中市 〇    

大阪手をつなぐ育成会 大東市  〇   

八尾ひまわり福祉会 八尾市  〇   

箕面市障害者の生活と労

働推進協議会 

箕面市  〇   

あいえる協会 大阪市住吉区  〇   

ヒューマンライツ福祉協会 大阪市西成区 〇 〇   

豊中市住宅協会 豊中市 〇  〇  

フクシライフ 泉佐野市 〇 〇 〇 〇 

 

 

４．大阪府内の民間賃貸住宅における住宅扶助費等の代理納付の状況について 

 

・府内 37地域･市・町のうち 23で民間賃貸住宅での代理納付を運用しており、この 23のうち代理納付

に関する要綱を持っているのは 13 となっています。代理納付を認める理由は滞納としているのは 23

のうち 13 となっています。 

 

（参考）代理納付を実施している実施機関 

大阪市、岸和田市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、富田林市、河内長野市、

松原市、大東市、和泉市、柏原市、羽曳野市、門真市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、

池田子ども家庭センター、岸和田子ども家庭センター、富田林子ども家庭センター 

 

※島本町以外の町村は池田子ども家庭センター、岸和田子ども家庭センター、富田林子ども家庭

センターが実施機関となるため、総数は３７となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）大阪府住宅まちづくり部都市居住課調べ（平成 25年） 

平成 28年 Osakaあんしん住まい推進協議会調査  
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 ５．大阪府内における住宅確保要配慮者に対する入居拒否の状況について 

（平成 28年度 宅地建物取引業者に関する人権問題実態調査） 

 

（１） 高齢者に対する入居拒否の状況 

 

○家主から高齢者入居拒否の申し出を受けた経験（単数回答／年度間比較） 

       

 

 

○高齢者の入居を拒否する家主の理由（複数回答／年度間比較） 

 

30.0 

41.4 

55.2 

68.5 

56.8 

42.4 

1.5 

1.8 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成27年度（n=3,050）

平成21年度（n=3,074）

平成15年度（n=2,678）

ある ない 無回答

19.7 

80.5 

48.3 

7.3 

33.1 

3.0 

1.3 

7.9 

22.9 

77.6 

54.5 

6.9 

27.7 

2.8 

4.8 

9.7 

47.1 

86.4 

74.1 

6.6 

18.1 

4.3 

3.7 

4.8 

0 20 40 60 80 100

家賃の支払いに不安がある

病気や事故などの不安がある

火の不始末や水もれなど

不安がある

他の入居者とのトラブルに

不安がある

保証人がいない

入居が長期化する

その他

無回答

平成27年度（n=915）

平成21年度（n=1,273）

平成15年度（n=1,477）

（％）
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(２) 障がい者に対する入居拒否の状況 

 

○家主から障がい者入居拒否の申し出を受けた経験（単数回答／年度間比較） 

 

 

 

 

○障がい者の入居を拒否する家主の理由（複数回答／年度間比較） 

 

14.1 

22.7 

35.5 

83.3 

74.0 

61.4 

2.5 

3.2 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成27年度（n=3,050）

平成21年度（n=3,074）

平成15年度（n=2,678）

ある ない 無回答

19.0 

57.5 

48.7 

52.4 

17.9 

36.9 

31.6 

4.6 

7.9 

21.7 

58.8 

56.4 

39.1 

23.0 

42.5 

39.6 

3.9 

10.3 

19.1 

82.8 

79.6 

61.1 

19.9 

33.4 

71.3 

2.3 

3.2 

0 20 40 60 80 100

家賃の支払いに不安がある

病気や事故などの不安がある

火の不始末や水もれなど

不安がある

他の入居者とのトラブルに

不安がある

住宅の改造に不安がある

単身者など介護者がいないことに

不安がある

非常時の避難がむずかしい

その他

無回答

平成27年度（n=431）

平成21年度（n=699）

平成15年度（n=950）

（％）
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(３) 母子（父子）家庭に対する入居拒否の状況 

 

○家主から母子（父子）家庭入居拒否の申し出を受けた経験 

（単数回答／年度間比較） 

 

    

 

 

○母子（父子）家庭の入居を拒否する家主の理由（複数回答／年度間比較） 

     

 

  

6.4 

12.4 

89.0 

82.4 

4.5 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成27年度（n=3,050）

平成21年度（n=3,074）

ある ない 無回答

63.3 

24.5 

48.5 

25.0 

25.0 

24.0 

7.7 

7.1 

68.1 

22.0 

38.5 

27.7 

25.4 

23.0 

6.3 

9.9 

0 20 40 60 80 100

家賃の支払いに不安がある

子どもが汚す、壊すなど不安がある

子どもが騒ぐなど近隣がいやがる、

苦情が出る

留守がちで入居者と連絡がとれない

他の入居者とのトラブルに

不安がある

保証人がいない

その他

無回答

平成27年度（n=196）

平成21年度（n=382）

（％）
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(４) 外国人に対する入居拒否の状況 

 

〇家主から外国人入居拒否の申し出を受けた経験（単数回答／年度間比較） 

 

     

 

○外国人の入居を拒否する家主の理由（複数回答／年度間比較） 

           

23.2 

38.4 

54.0 

39.9 

36.1 

73.3 

58.0 

43.4 

30.8 

60.7 

3.4 

3.6 

2.6 

29.3 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成27年度（n=3,050）

平成21年度（n=3,074）

平成15年度（n=2,678）

平成９年度 （n=4,092）

平成３年度 （n=5,838）

ある ない 無回答

60.2 

51.8 

60.4 

36.7 

42.5 

2.7 

7.9 

57.6 

47.5 

52.8 

36.5 

40.3 

5.4 

10.4 

73.0 

39.3 

68.7 

31.3 

30.6 

7.2 

3.9 

0 20 40 60 80 100

生活・考え方に相違があるから

言葉が通じないと思うから

他の入居者とのトラブルに

不安がある

家賃の支払いに不安がある

保証人がいない

その他

無回答

平成27年度（n=709）

平成21年度（n=1,180）

平成15年度（n=1,446）

（％）


